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明
治
七
年
発
布
の
「
医
制
」
第
三
七
条
に
基
づ
き
、
翌
八
年
か

ら
「
自
今
新
二
開
業
ヲ
請
う
モ
ノ
」
に
対
し
、
ま
ず
東
京
、
京
都
、

大
阪
の
三
府
に
お
い
て
医
術
開
業
試
験
が
実
施
さ
れ
た
。
試
験
合

格
者
に
は
「
右
何
科
医
術
開
業
免
許
候
事
」
と
の
免
状
が
内
務
省

よ
り
授
与
さ
れ
た
が
、
明
治
九
年
一
二
月
発
行
の
「
内
務
省
衛
生

局
雑
誌
」
第
四
号
は
、
八
年
四
月
か
ら
九
年
六
月
ま
で
の
免
状
授

与
者
二
八
名
の
氏
名
等
を
掲
載
し
て
い
る
。
試
験
の
実
施
時
期
は

不
明
だ
が
、
同
誌
で
の
氏
名
掲
載
順
序
を
免
状
授
与
順
と
考
え
る

な
ら
ば
、
三
府
で
の
試
験
に
よ
り
当
初
一
四
名
が
免
状
を
授
与
さ

れ
て
い
る
。
明
治
九
年
一
月
に
は
内
務
省
よ
り
「
医
師
試
験
規
則

ヲ
定
ム
」
が
達
せ
ら
れ
、
明
治
一
七
年
に
「
医
術
開
業
試
験
規
則
」

に
基
づ
く
試
験
が
実
施
さ
れ
る
ま
で
、
各
府
県
下
で
医
術
開
業
試

験
（
所
謂
「
旧
試
験
」
）
が
行
わ
れ
た
。
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明
治
八
年
か
ら
一
六
年
ま
で
に
実
施

さ
れ
た
内
務
省
医
術
開
業
試
験
に
つ
い
て

樋
口
輝
雄

明
治
一
六
年
末
ま
で
の
旧
試
験
合
格
者
は
、
の
べ
三
三
三
○
名

で
あ
る
こ
と
、
ま
た
『
内
務
省
衛
生
局
雑
誌
」
な
ら
び
に
『
内
務

省
衛
生
局
報
告
』
『
官
報
」
を
基
に
演
者
が
作
成
し
た
旧
試
験
合
格

者
名
簿
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
第
九
七
回
お
よ
び
第
九
九
回
本
学

会
学
術
大
会
等
に
お
い
て
報
告
し
た
。
今
回
は
、
免
状
番
号
が
掲

載
さ
れ
て
い
る
横
井
寛
編
『
内
務
省
免
許
全
国
医
師
薬
舗
産
婆
一

覧
』
（
明
治
一
五
年
、
同
一
七
年
刊
以
下
「
免
許
医
師
一
覧
」
）
を
対

校
資
料
と
し
て
、
作
成
し
た
合
格
者
名
簿
に
基
づ
き
、
そ
の
年
齢

別
構
成
、
新
潟
県
で
の
合
格
者
等
に
つ
い
て
報
告
し
た
い
・

名
簿
資
料
と
し
た
『
内
務
省
衛
生
局
雑
誌
」
等
に
は
合
格
者
の

氏
名
、
科
目
（
内
外
科
、
内
科
、
外
科
、
眼
科
、
産
科
、
歯
科
、
口
中

科
、
整
骨
科
）
、
受
験
地
、
本
籍
地
、
年
齢
（
免
状
授
与
時
）
が
掲
載

さ
れ
て
い
る
。
年
齢
表
記
は
「
何
年
何
ケ
月
」
で
、
の
べ
三
三
三

○
名
の
う
ち
二
五
名
の
年
齢
欄
は
、
空
欄
も
し
く
は
印
刷
時
に
抹

消
さ
れ
て
お
り
不
明
だ
っ
た
。
年
齢
が
記
載
さ
れ
て
い
る
三
三
○

五
名
は
、
五
○
歳
以
上
七
名
、
四
○
～
四
九
歳
四
九
名
、
三
五
～
三

九
歳
六
○
名
、
三
○
～
三
四
歳
二
六
○
名
、
二
五
～
二
九
歳
一
○

七
四
名
、
二
○
～
二
四
歳
一
八
五
五
名
で
あ
っ
た
。
資
料
中
の
「
何

ケ
月
」
を
十
進
法
に
換
算
す
る
と
、
平
均
年
齢
は
二
五
・
四
○
（
凡
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そ
二
五
歳
五
ヶ
月
）
で
標
準
偏
差
は
四
・
三
四
で
あ
っ
た
。
最
年
長

者
は
五
六
歳
三
ケ
月
で
、
明
治
一
六
年
七
月
～
八
月
に
免
状
を
授

与
さ
れ
て
い
る
（
「
官
報
』
第
四
二
号
、
一
六
年
九
月
二
六
日
発
行
に
よ

る
）
。旧

試
験
で
は
内
外
科
（
一
般
医
科
）
の
ほ
か
暫
定
的
に
前
述
の
専

門
科
で
の
受
験
も
認
め
た
が
、
名
簿
資
料
で
は
内
外
科
三
○
三
二

名
、
各
専
門
科
二
九
八
名
で
、
二
科
合
格
者
二
五
名
が
含
ま
れ
て

い
る
。
そ
の
内
訳
は
、
眼
科
に
合
格
し
て
の
ち
内
外
科
で
も
合
格

し
た
者
九
名
、
内
科
・
内
外
科
三
名
、
内
科
・
外
科
三
名
、
産
科
．

内
外
科
二
名
、
歯
科
・
内
外
科
二
名
、
内
科
・
眼
科
二
名
、
内
外

科
・
眼
科
二
名
、
内
外
科
・
産
科
一
名
、
眼
科
・
内
科
一
名
で
あ

っ
た
。
内
外
科
で
合
格
後
も
専
門
科
で
再
度
受
験
し
、
合
格
し
た

者
が
三
名
い
る
こ
と
が
興
味
深
い
。
二
科
合
格
者
に
は
合
格
毎
に

各
々
一
通
づ
っ
免
状
が
授
与
さ
れ
た
の
で
、
「
医
籍
編
製
」
の
た
め
、

明
治
一
八
年
に
「
新
免
状
交
付
旧
免
状
返
納
」
が
達
せ
ら
れ
る
ま

で
は
二
通
の
免
状
を
所
持
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
明
治
一

三
年
二
月
発
行
の
『
内
務
省
衛
生
局
雑
誌
」
第
一
六
号
に
は
、

二
年
五
月
か
ら
一
三
年
九
月
ま
で
に
免
状
を
授
与
さ
れ
た
者
一

○
一
三
名
が
掲
載
さ
れ
、
そ
の
中
に
「
内
科
兼
眼
科
、
群
馬
県
寄

留
新
潟
県
、
杉
本
良
伯
、
二
六
年
一
ケ
月
」
と
あ
る
が
、
「
内
科
兼

眼
科
」
と
い
う
免
状
は
発
行
さ
れ
て
お
ら
ず
、
『
免
許
医
師
一
覧
』

に
よ
れ
ば
、
二
四
六
六
号
で
内
科
の
、
二
四
六
七
号
で
眼
科
の
医

術
開
業
免
状
を
授
与
さ
れ
て
い
る
。

新
潟
県
下
で
は
二
六
名
が
合
格
し
て
お
り
、
新
潟
県
出
身
者

は
二
三
名
、
三
名
は
山
形
、
福
島
、
千
葉
各
県
の
出
身
者
だ
っ

た
。
な
お
、
他
府
県
で
合
格
し
た
新
潟
県
出
身
者
は
六
一
名
で
、

寄
留
先
は
東
京
四
七
名
を
は
じ
め
と
し
て
、
一
○
府
県
に
及
ぶ
。

「
新
潟
大
学
医
学
部
五
十
年
史
』
（
昭
和
三
七
年
発
行
）
に
掲
載
さ
れ

た
、
明
治
一
○
年
か
ら
一
七
年
五
月
ま
で
の
新
潟
医
学
校
卒
業
生

八
二
名
の
姓
名
中
、
七
五
名
が
新
潟
県
で
、
五
名
が
東
京
府
に
お

い
て
合
格
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

（
日
本
歯
科
大
学
新
潟
歯
学
部
医
の
博
物
館
）


